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はじめに 

 

画像デザインは、情報が急速にデジタル化する現代社会において、人と人、人と

物とのコミュニケーションを視覚的、直感的に支援、促進することができる重要な

ツールであり、事業者等が自らの製品やサービスを他者から差別化し、競争優位に

立つ上でも有効なビジネスツールとなり得るものであるため、意匠権に基づく画像

デザインの保護を前進させることは意義がある。 

一方、意匠審査基準において意匠登録の対象と取り扱う画像デザインの範囲を拡

充する場合、画像デザインの開発や利用に関わる事業者等は、自らの事業を円滑か

つ優位に進めるために、新たな意匠権の取得及び活用についての対応を図ることに

加え、他者が保有する意匠権の侵害回避についても、これまで以上に適切な考慮と

対応を図る必要が生じる。 

登録意匠又はこれに類似する意匠の実施や意匠権侵害の成否に係る問題は、裁判

所の専権に属する事項であり、個別の事案に基づき判断される事項であるため、こ

れを予断することはできないが、画像デザインの開発や利用に関わる事業者等が上

記対応を図る上で有用な情報を提供するべく、意匠法や特許法等関係法令の制度趣

旨及びこれまでに示された裁判例の考え方などを考慮しながら、今般の意匠審査基

準改訂の検討において提案されている新たな画像を含む意匠を念頭に、現行意匠法

の関連規定の適用について想定される考え方をまとめた。 
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１．意匠審査基準改訂の方向性（検討の前提） 
 

今般の意匠審査基準改訂により意匠法に基づく登録の対象（以下「保護対象」と

いう。）として取り扱うことが検討されている画像を含む意匠は、次の３点を要点

としている。 

 

（１）物品にあらかじめ又は事後的に記録され、物品と一体化した画像は、意匠法

上の「意匠」、すなわち、「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれら

の結合」を構成するものとして取り扱う。 

「事後的な記録」によって物品と一体化した画像には、次の２つを含む。 

（ⅰ）意匠に係る物品があらかじめ有する機能に係るアップデートの画像。 

（ⅱ）電子計算機にソフトウェアをインストールすることで生成される、電子計

算機の付加機能に係る画像。この場合、願書の「意匠に係る物品」の欄に

は、当該物品が付加機能を有する電子計算機であることを明示するために、

「○○機能付き電子計算機」と記載する。 

（２）テレビ番組の画像やインターネットの画像など物品の外部からの信号によっ

て表示される画像、及び、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された

画像は、引き続き保護対象としない。 

（３）映画の一場面やゲームの画像など、物品から独立したコンテンツの画像は、

引き続き保護対象としない。 

 

以下の実施・侵害行為等について想定される考え方の整理においては、画像を含

む意匠の保護対象に関する上記意匠審査基準改訂の方向性を前提とする。 
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２．実施・侵害行為等についての考え方 

 

（１）実施（意匠法第２条第３項） 

 

意匠法は、意匠に係る物品についての一定の行為を意匠の実施と定め、業として

これらの行為を行う権利を意匠権者に専有させることによって、無体財産たる意匠

の専有を成り立たせている。意匠法第２条第３項には、意匠の実施に該当する、意

匠に係る物品についての具体的行為が限定列挙されている。 

 

第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以

下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じ

て美感を起こさせるものをいう。 

２ 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、

物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるもの

に限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用い

られる物品に表示されるものが含まれるものとする。 
３ この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、

譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの

申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。 

４ ＜略＞ 

 

① 意匠に係る物品の「製造」 

製造とは、「品物をつくること。原料を加工して製品とすること。」を意味する

言葉であり1、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」とは、文言上、当該意匠の形

態を備えた物品を造る行為を意味する。 

画像が、物品の製造出荷時にあらかじめ記録されたものである場合、当該物品

への画像の記録は、物品の製造の一環として行われることとなるため、この画像

の記録を含む一連の工程により、当該画像を表示することができる状態の物品を

造り出す行為が意匠に係る物品の「製造」に該当すると評価することに、特段の

異論はないものと思われる2。 

一方、画像が、製造出荷後の物品に記録される場合、当該物品への画像の記録

は、当初の物品の製造からは独立して行われることとなり、この場合、その画像

を記録する行為が意匠に係る物品の「製造」に該当するといえるかどうかが問題

となる。この点について直接的な判断を示した意匠法の裁判例は確認されないも

のの、特許法の裁判例では、間接侵害に関するものではあるが、「情報処理装置」

                                                   
1 広辞苑第六版 DVD-ROM 版 
2 この点、特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成１８年 意匠法等の一部改正 産業財産

権法の解説」（2002 年、17 頁）では、「（前略）DVD 再生録画機器に関する部分意匠である画

面デザインの場合は、当該画面デザインを表示することができる DVD 再生録画機器を業とし

て製造、使用、譲渡する行為が意匠権侵害行為となる可能性があると考えられる。」としている。 
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の発明（物の発明）について、控訴人製品（ソフトウェア）をパソコンにインス

トールすることを、当該発明の構成要件を充足する物を完成させる行為と評価し

て、特許法第１０１条第２号に規定する「その物の生産」に該当すると判断した

ものがある3。同号では、「その物の生産」に関する一定の行為が、直接侵害の予

備的・幇助的行為として特許権侵害行為と擬制されていることを踏まえれば、同

号について示された当該裁判例の考え方は、特許法第２条第３項第１号に規定す

る実施行為としての「その物の生産」にもそのまま妥当するものと考えられる。

そして、意匠法上の物品の「製造」と特許法上の物の「生産」とは、用語自体は

異なるものの、いずれも保護客体である意匠又は発明を具現化したものを完成さ

せる行為という点において本質的な差はないと考えられる4。 

また、意匠法第２条第２項は、画像の意匠について、物品に「表示される」画

像が物品の部分の形状等に含まれることを規定しており、法文上、画像が「表示

された」ことまでは求められていないことから、少なくとも、画像が物品に記録

され、その画像を、任意のタイミングで、現に表示することができる状態の物品

が造り出されていれば、同項に規定する画像を含む意匠が完成したと評価し得る

ものと考えられる。 

以上のことから、物品の製造出荷の前後にかかわらず、当該物品に画像を記録

する行為、敷衍すれば、ソフトウェアのインストールによって電子計算機に画像

を記録する行為は、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」に該当すると評価する

ことが可能であると考えられる。 

したがって、例えば次のような行為は、画像を含む登録意匠について、意匠に

係る物品の「製造」に該当するものと考えられる。 

 

例１）物品の製造工程において、登録意匠に係る画像を当該物品に記録する行

為（組込み） 

例２）上市後の機器があらかじめ有する機能に係るソフトウェアのアップデー

トを行うことにより、登録意匠に係る画像を当該機器に記録する行為 

                                                   
3 知財高判平成 17 年 9 月 30 日判タ 1175 号 120 頁［一太郎事件］ 
「（前略）控訴人製品をインストールしたパソコン」は、本件第１、第２発明の構成要件を充足す

るものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控

訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストー

ルされ、本件第１、第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」

が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産

に当たるものというべきである。」 
4 特許法では、旧法で、実施について「製作、使用、販売又は拡布」という用語が使用されてい

たが、昭和３４年法制定時に、「生産し使用し譲渡し貸渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又

は輸入する行為」と改められた。これは、内容をより明確化する趣旨であって、実体上の改正

を企図したものでないと説明されている。意匠法も、特許法の場合と同趣旨で、「製作、使用、

販売又は拡布」という用語を「製造し使用し譲渡し貸渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又

は輸入する行為」と改められた。（特許庁編「工業所有権法逐条解説」（昭和 46 年改訂）29 頁、

533 頁） 
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例３）上市後のパソコンに特定の機能（例：文書作成機能）に係るソフトウェ

アをインストールすることにより、登録意匠（例：「文書作成機能付き電

子計算機」）に係る画像を当該パソコンに記録する行為 

 

② 外部機器（サーバー）から配信される画像の一時的記録 

例えばクラウドコンピューティングのように、外部機器（サーバー）に記録さ

れたソフトウェアをネットワーク経由でクライアント端末（パソコン）で使用す

るような場合に、当該ソフトウェアに含まれる画像が、クライアント端末として

のパソコンの画像を構成するといえるかどうかが問題となり得る。 

この場合、当該ソフトウェアの使用に際して、その画像をパソコン上に表示さ

せるために、技術的には当該パソコンに画像を一時的に記録することとなるが、

その場合の記録は、あくまでもパソコンにおける情報処理の過程で不可避的に生

じるものに過ぎず、物品との一体性を意匠成立の前提とする現行意匠法の制度趣

旨に鑑みれば、当該画像は、物品の外部からの信号によって表示される画像と同

様、当該パソコン単体で継続的に表示、使用することが予定されたものではない

ため、当該パソコンと一体化したもの、すなわち、当該パソコンの意匠（物品の

部分の形状等）を構成するものとはいえないと理解される。 

したがって、そのような画像はパソコンの意匠を構成するとはいえないもので

あるから、当該画像の記録を、意匠に係る物品の「製造」ということはできない。 

以上を前提とすれば、例えば次に示すような行為は、意匠に係る物品の「製造」

とは評価されないものと考えられる。 

 

例１）クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末（パ

ソコン）上での使用において、クラウドサーバーから配信（ストリーミン

グ配信、オンデマンド配信等）される当該ソフトウェアに係る画像を、ク

ライアント端末のキャッシュに一時的に記録する行為 

例２）インターネットを通じて、インターネットサーバーに記録されたウェブサ

イトの画像を閲覧する行為（当該ウェブサイトに係る画像をクライアント

端末のキャッシュに一時的に記録する行為） 

 

③ 外部機器（サーバー）への記録の「実施」該当性 

上記②のとおり、物品の外部からの信号によって表示される画像を保護対象外

とする前提の下では、クライアント端末である電子計算機（パソコン）上に表示

される、外部機器である電子計算機（サーバー）に記録されたソフトウェアの画

像は、当該パソコンの意匠を構成しないと考えられる。一方、上記②のような場

合に、クライアント端末であるパソコンに表示させることを目的としてサーバー

に記録した画像が、意匠法第２条第２項に規定する、当該物品（サーバー）と「一

体として用いられる物品に表示される」画像として、当該サーバーの意匠を構成

するか否かが問題となり得る。 
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この点について判断を示した裁判例は確認されていないが、例えばテレビ画面

上に表示されたＤＶＤ機器の操作画像など、同時に用いられる他の物品の表示部

に表示されることが当該機器の使用上の便宜にすぎないような画像についても、

当該機器に係る画像として保護しようとする同規定の制定趣旨5を踏まえれば、サ

ーバーに記録された画像が、専ら、テレビやディスプレイといった受動的な情報

表示を本来的機能とする機器においてではなく、それ自体が入力操作の対象とな

り、自ら演算処理を行うことを本来的機能とするパソコン等との双方向通信を前

提として、不特定多数のパソコン等への一時的な機能提供のために用いられるよ

うなものである場合には、その画像は、当該サーバーの使用上の便宜としてクラ

イアント端末に表示されているものとはいえず、意匠法第２条第２項に規定する

「当該物品と一体として用いられる物品に表示される」画像には該当しないと理

解される。そうすると、そのような意匠を構成するとはいえない画像をサーバー

に記録する行為についても、意匠に係る物品の「製造」とは評価されないと考え

られる。 

 

④ 画像を含む意匠に関するその他の「実施」 

意匠法第２条第３項に規定する意匠についての「実施」には、上記①で示した

意匠に係る物品の製造に加え、当該製造された意匠に係る物品を、使用し、譲渡

し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲

渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為がそれぞれ含まれる。 

 

他方、物品の外部からの信号によって表示される画像を保護対象とは取り扱わ

ないことを前提とすれば、上記②の例１、例２や上記③で示した行為に加え、例

えば次のような行為は、画像を含む意匠についての「実施」には含まれないと考

えられる。 

 

例１）クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末で

の使用において、クラウドサーバーから配信（ストリーミング配信、オ

ンデマンド配信等）される当該ソフトウェアに係る画像がキャッシュに

一時的に記録されたクライアント端末を、使用する行為 

例２）クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末で

の使用において、配信（ストリーミング配信、オンデマンド配信等）さ

れる当該ソフトウェアに係る画像が記録されたサーバーを、クライアン

ト端末を通じてユーザーが使用する行為 

例３）インターネットを通じて、インターネットサーバーに記録されたウェブ

サイトの画像を閲覧する際に、当該ウェブサイトに係る画像がキャッシ

ュに一時的に記録されたクライアント端末を使用する行為 

                                                   
5 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成 18 年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説」

（2007 年）16 頁 
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なお、「製造」も含めたこれら登録意匠についての「実施」のうち、意匠権侵害

となる行為は、権原なき者による「業として」の実施に限られる。（後述２．（２）

①参照） 

また、画像を含む意匠についての実施は、当該画像を物品の部分の形状等として

含む意匠に係る物品についての行為に限られるが、登録意匠又はこれに類似する意

匠に係る画像を生成するプログラム等が意匠法第３８条第１号に規定する「登録意

匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」（いわゆる「のみ品」）

に該当することがあり、その場合には、当該プログラム等又はそれを内包するソフ

トウェアの業としての生産、譲渡等の行為が、当該登録意匠に係る意匠権の間接侵

害に該当する可能性がある。（後述２．（５）参照） 

 



平成 27 年 12月 18 日 第 4回意匠制度小委員会 

資料５ 
  

8 

（２） 意匠権の効力（意匠法第２３条）、直接侵害 

 

意匠権の効力は、第一に、業としての実施にのみ及び、また第二に、その効力範

囲には登録意匠及びこれに類似する意匠が含まれる。そして、権原なき者による業

としての登録意匠又はこれに類似する意匠の実施は、当該登録意匠に係る意匠権の

侵害を構成することとなる。 

 

第２３条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする

権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、

専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専

有する範囲については、この限りでない。  

 

第２４条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又

は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定

めなければならない。 

２ 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通

じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 

 

① 「業として」の実施 

意匠権の効力が及ぶのは、「業として」の実施に限られている。この「業として」

の要件については、個人的家庭的な実施についてまで権利の効力を及ぼしめるこ

とは社会の実情から考えて行き過ぎであることをその背景としており、特許法に

関する裁判例や学説においても、「業として」の実施が個人的家庭的な実施には及

ばないとの考え方が広く支持されている6。 

侵害行為を「業として」の実施に限定する趣旨は、特許法と意匠法とで違いは

ないことから、特許法における解釈は意匠法にもそのまま妥当するものと考えら

れ、意匠に係る物品の「製造」等が個人的家庭的なものにすぎない場合には意匠

権の効力は及ばないが、個人的家庭的な実施にすぎないといえない行為について

は、「業として」の実施と判断される可能性がある。 

この「業として」要件について、上記個人的家庭的な実施でないという以上の

具体的な要件に係る定説はない7が、必ずしも営利を目的とする場合に限らないこ

とについては争いがなく、その他、反復継続性が認められる場合8や、他人の需要

                                                   
6 特許権に関する裁判例の一例として、大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁［製パ

ン器事件］ 
「（前略）同法が特許権の効力の及ぶ範囲を「業として」行うものに限定したのは、個人的家庭

的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすことは、産業の発達に寄与することとい

う特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社会の実情に照らしてゆきすぎである

という政策的な理由に基づくものである。」 
7 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法【上巻】」〔鈴木將文〕（2011 年）1013 頁 
8 高田忠「意匠（オンデマンド版）」（2000 年）460 頁 
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に応じて生産、使用等をする場合9についても、「業として」の実施と判断される

場合があるとされている10。 

以上を踏まえると、企業が、上記（１）で示したような実施に該当する行為を

行った場合には、画像を含む意匠の「業として」の実施と判断される可能性があ

ると考えられる。 

 

② 登録意匠に類似する意匠（意匠に係る物品の類否） 

意匠権は、登録意匠のみならず登録意匠に類似する意匠までが、意匠権者が専

有可能な効力範囲となる。 

意匠の類似については、意匠は物品と一体をなすものであるから、二つの意匠

についてその類否を判断する際には、一般に、まずその意匠に係る物品が同一又

は類似であることを必要とし、更に、その形態においても同一又は類似と認めら

れるものでなければならないとされている11。画像を含む意匠についても、物品

と一体をなすものであることに変わりはないため、意匠に係る物品が同一又は類

似でなければ、意匠は類似しないといえる。そして、意匠に係る物品についての

具体的な類否判断は、一般には、その物品の使用の目的及び使用の状態等の共通

性、換言すれば、物品の用途及び機能の共通性を踏まえて行われており、これに

共通性が認められない場合には、形態の類否いかんにかかわらず、意匠は類似し

ない12。 

また、既存の裁判例を概観すると、意匠に係る物品の類否判断を行うにあたり、

物品の用途及び機能についての同一性又は類似性は、その物品に表された形態が

需要者に対して与える美感の評価判断に必要十分な範囲を超えてまで詳細に求め

られることはないとしたものや13、複数の機能を有するいわゆる多機能物品につ

                                                   
9 織田季明・石川義雄「増訂新特許法詳解」（1971 年）272 頁 
10 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕」（2012 年）233 頁 
11 最小三判昭和 49 年 3 月 19 日民集 28 巻 2 号 308 号［可撓性伸縮ホース事件］ 

「（前略）意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国におい

て公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載

された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法三条一項により登録を拒絶する

ためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体

においても同一又は類似と認められるものでなければならない。（中略）同条一項三号は、意匠

権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品に

つき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている

（法二三条）ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類

否を問題とするのに対し、三条二項は、（後略）」 
12 一例として、知財高判平成 17 年 10 月 31 日（平成 17 年（ネ）第 10079 号）（裁判所 HP）［カ

ラビナ事件］ 
「（前略）被控訴人商品と本件登録意匠に係る物品とは、物品の使用の目的、使用の状態等が大

きく相違していることが明らかであり、たとえ、被控訴人商品の形態と本件登録意匠の構成態

様とが似ているとしても、被控訴人商品の一般需要者が具体的な取引の場で被控訴人商品と本

件登録意匠に係る「カラビナ」とを混同するおそれがあるとは認め難いから、被控訴人商品は、

物品の類否の観点からも、本件登録意匠の権利範囲に属するとはいえず、本件意匠権の効力は

及ばないものというべきである。（後略）」 
13 知財高判平成 20 年 5 月 26 日（平成 19 年（行ケ）第 10390 号）（裁判所 HP）［木ねじ事件］ 



平成 27 年 12月 18 日 第 4回意匠制度小委員会 

資料５ 
  

10 

いて、そこに含まれる個別機能が単独で発揮され得ることを前提として意匠に係

る物品は類似するとしたものもある14。 
パソコン等の電子機器は、多種多様な機能を備え得るものであり、物品が備え

得る機能の数やその組合せは事実上無制限であることから、登録意匠の意匠に係

る物品と対比する物品（被疑侵害品を含む。）とが、その具体的な用途及び機能に

おいて完全には一致しないことも少なくないと考えられる。 

意匠権侵害の場面における具体的な類否判断は、あくまでも、個々の事案に応

じて裁判所が行うものであるが、画像を含む意匠も物品と一体をなすものである

という点において他の意匠と違いはないことから、意匠に係る物品の類否判断に

上記裁判例と同様の考え方を採るとすると、画像を含む意匠についての意匠に係

る物品の類否判断は、意匠に係る物品全体の用途及び機能の共通性を前提としつ

つ、当該画像の形態についての評価判断に必要十分な範囲において当該画像の用

途及び機能の共通性を考慮するものと想定されるため、 登録意匠の画像と、対比

する物品に記録された画像とが、その画像に係る機能の詳細において多少の相違

がある場合や、対比する物品に様々な機能のソフトウェアがインストールされて

いることにより、登録意匠の画像に係る機能以外の点で両意匠の意匠に係る物品

の用途及び機能に相違があるような場合であっても、両意匠の意匠に係る物品は、

類似すると判断される可能性がある。 

 

                                                                                                                                                               
「（前略）物品としての共通性は、意匠同士を対比しそれぞれの物品に表された形態が取引者又

は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提として、対比される意匠同士の物品

の用途及び機能が同一又は類似であることが必要とされるものであり、上記評価判断に必要十

分な範囲を超えて物品の用途及び機能の同一性又は類似性が要求されるならば、かえって上記

評価判断を正当に行うことが妨げられてしまうからである。（後略）」 
14 東京地判平成 19 年 4 月 18 日判タ 1273 号 280 頁［増幅器付きスピーカー事件］ 
「（前略）本件物品は増幅器付スピーカー、原告製品は増幅器であり、両物品は同一ではないか

ら、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討すると、本件物品は、増幅器及びスピ

ーカーという、２つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、増幅器の機能におい

て、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解される。 
（中略）本件物品の場合、増幅器もスピーカーも、それぞれ音源からの音を再生するために独

立して不可欠の機能を有するものであって、前者が後者の一部品となるものではない。そして、

登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定められ

る（法２４条）のであり、本件登録意匠の願書、図面等（甲２）に、増幅器単体での機能が発

揮されないことを示す記載は認められないから、本件物品は、増幅器の機能をも有する多機能

物品であると解すべきである。（後略）」 
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（３） 利用関係（意匠法第２６条） 

 

意匠法第２６条には、登録意匠と他人の登録意匠等との関係が規定されており、

登録意匠又はこれに類似する意匠について、その意匠登録出願の日前の出願に係る

他人の登録意匠又はこれに類似する意匠との間に利用関係が生ずる場合、業として

その登録意匠の実施をすることができない。 

 

第２６条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意

匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、

特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権の

うち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許

権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人

の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができな

い。 

２  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意

匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類

似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又は

その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の

日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくは

その意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてそ

の登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない 

 

自己の登録意匠又はこれに類似する意匠について、その意匠登録出願の日前の出

願に係る他人の登録意匠又はこれに類似する意匠との間に利用関係が生ずる場合、

自己の登録意匠又はこれに類似する意匠ではあっても、業としてこれを実施すると、

当該他人の登録意匠に係る意匠権の侵害が成立することとなる。 

 登録意匠の「利用」の成立要件について、いまだ確立した考え方は存在しないも

のの、リーディングケースとして知られる下級審の裁判例15においては、実施に係

る意匠について、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用するものとの関係

が成立するためには、当該実施に係る意匠が、その構成要素中に他人の登録意匠又

                                                   
15 大阪地裁昭和 46 年 12 月 22 日無体集 3 巻 2 号 414 頁［学習机事件］ 
「意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部

を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分

と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしてい

るが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいうものと解

するのが相当である。」 
その他の例として、東京地判平成 16 年 10 月 29 日判タ 1196 号 229 頁［ラップフィルム摘み具

事件］ 
「原告包装用箱の意匠が、本件意匠を利用する関係に立つというためには、少なくとも、①原

告包装用箱のうちで本件意匠に対応する部分が、原告包装用箱の他の部分と截然と区別して看

取できることを要し、かつ、②原告包装用箱の区別して看取できる部分が、本件意匠と同一又

は類似であることを要すると解すべきである。」 
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はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区

別し得る態様において包含し、その意匠を実施すると、必然的に他人の登録意匠又

はこれに類似する意匠を実施する関係となることが必要であるとされている。 

 当該裁判例は、部分意匠についての判断を示すものではないものの、部分意匠に

関する意匠権侵害訴訟においても登録意匠の実施は意匠に係る物品の製造等と考

えられていること16を踏まえれば、他人の登録意匠が部分意匠の場合であっても、

当該実施に係る意匠の中に、当該部分のみならず意匠に係る物品の全部が、当該部

分意匠の特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別し得る態様において包含さ

れていることを要するとの考え方が成り立ち得る。 

この考え方を採れば、例えば、タブレット型の電子計算機を意匠に係る物品の全

体形状とした付加機能を有する電子計算機の登録意匠（画像を含む意匠）がある場

合、当該登録意匠に係る画像を記録したタブレット型の電子計算機を、部品の一と

して外観形態上に組み込んだ冷蔵庫のような物品の場合であれば、当該タブレット

型の電子計算機が冷蔵庫の他の構成要素と区別し得る態様において包含されてい

るといえるから、その冷蔵庫の意匠についての実施は、当該登録意匠との間で利用

関係が成立する可能性があると考えられる。 

 

                                                   
16 東京地判平成 25 年 4 月 19 日（平成 24 年（ワ）第 3162 号）（裁判所 HP）［サンダル事件］で

は、部分意匠の意匠権侵害を理由に、当該部分を含む物品全体の製造等に対して差止めが認め

られている。 
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（４） 差止請求権（意匠法第３７条） 

 

意匠権者又は専用実施権者には、意匠法第２３条において意匠権者に認められる

「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利」を侵害する者に対

して、その行為の停止又は予防を請求することが認められている。 

 

第３７条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害す

る者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する

ことができる。 

２ 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の

行為を組成した物（プログラム等（特許法第二条第四項 に規定するプログラ

ム等をいう。次条において同じ。）を含む。以下同じ。）の廃棄、侵害の行為に

供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 

３ （略） 

 

① 画像を含む意匠の場合の差止めの対象となる行為 

画像は、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合として、意匠

に係る物品と一体不可分の部分を構成するものであるから、通常の部分意匠の場

合と同様17、画像を含む意匠の場合における意匠権侵害の差止めの対象となる行

為は、当該画像が一体的に記録された物品の製造や譲渡等になると考えられる。

この場合、登録要件を満たした登録意匠の画像又はこれに類似する画像が一体的

に記録されてさえいれば、当該登録意匠に係る物品と同一又は類似の物品を製造、

譲渡等する行為は意匠権侵害の差止めの対象になると考えられるが、その場合で

あっても、当該意匠権侵害に係る画像を当該物品から削除又は登録意匠の画像と

は非類似のものに変更すれば、当該削除又は変更後の物品の製造や譲渡等は差止

めの対象ではなくなる。 

 

② 間接侵害の場合における差止め 

画像を含む登録意匠の場合、当該画像を生成するプログラム等が意匠法第３８

条第１号に規定する「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ

用いる物」（いわゆる「のみ品」）に該当することがあり、当該プログラム等又は

それを内包するソフトウェアを業として生産、提供等した場合には、当該登録意

匠に係る意匠権についての間接侵害を構成することとなる（後述２．（５）参照）。

その結果、意匠権侵害に基づく当該ソフトウェアについての生産、譲渡等の差止

めが認められ得るが、上記①の場合と同様、その意匠権侵害に係る画像を当該ソ

フトウェアから削除又は登録意匠の画像とは非類似のものに変更すれば、当該削

除又は変更後のソフトウェアの生産や譲渡等は差止めの対象ではなくなる。 

 

                                                   
17 裁判例［サンダル事件］・前掲注 16  
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（５） 間接侵害（意匠法第３８条） 

 

意匠法第３８条は、意匠権の効力の実効性を担保するため、直接侵害を誘発する

蓋然性の極めて高い一定の行為を意匠権侵害とみなすことを規定している。 

 

第３８条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみな

す。 

一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用い

る物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である

場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又

は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 

二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又

は輸出のために所持する行為 

 

（参考）特許法の間接侵害規定 

第１０１条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみ

なす。 

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生

産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる

物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその

発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であるこ

と及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、

その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 

三～六 （略） 

 

この間接侵害の規定は、直接侵害を構成する前段階の行為を侵害行為として禁止

するものであるが、濫用の弊害を考慮して、「登録意匠又はこれに類似する意匠に

係る物品の製造にのみ用いる物」（いわゆる「のみ品」）として、極めて限定的な範

囲での間接侵害が規定されている。この場合の「のみ品」には、プログラム等が含

まれることが規定されている。 

特許法第１０１条も間接侵害に関する規定であるが、同条第１号にいう「のみ」

の要件が厳格に解釈されることによって、特にソフトウェア関連発明の場合に間接

侵害が認められにくくなるという問題を解決すべく、平成１４年の特許法改正によ

り、「のみ品」とは異なる要件の間接侵害規定（第２号）を同条に新設した。 

その際、意匠権の効力は類似する意匠の実施にまで及ぶことや、部分意匠制度が

導入されていることから、意匠法では既に十分な権利保護が図られており、間接侵
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害を拡張する必要性が乏しいとされ、特許法と同様の新たな間接侵害の規定は導入

されていない18。 

 

① ソフトウェアと間接侵害との関係 

意匠法第３８条第１号には、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製

造にのみ用いる物」に、プログラム等19が含まれることが明文規定されているた

め、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等は、「登

録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物」に該当し、このう

ち一定の要件を満たすものは、「のみ品」に該当する可能性がある。そして、当該

プログラム等を内包するソフトウェアを生産した場合には、必然的に当該プログ

ラム等も生産されることとなるため、当該ソフトウェアを業として生産、譲渡等

した場合には、間接侵害に該当する可能性がある。 

また、直接侵害を構成する前段階の行為を侵害とみなして禁止するという間接

侵害規定の趣旨を踏まえ、意匠法における間接侵害が対象とするのは「登録意匠

又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造に用いる物であり、この場合の「登

録意匠又はこれに類似する意匠」とは、意匠権の効力（意匠法第２３条）と同様、

意匠の形態のみならず、意匠に係る物品についても、登録意匠と同一又は類似の

範囲が対象になると理解される。 

一般に、意匠に係る物品の類否は、物品の用途及び機能の共通性を踏まえて判

断されるため（２．（２）②参照）、上記ソフトウェアがインストールされた物品

が、登録意匠の意匠に係る物品との関係において、物品の用途及び機能が同一又

は類似であり、その形態も同一又は類似である場合には、当該ソフトウェアは「登

録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物」に該当すると考え

られるが、登録意匠に含まれる画像と形態又は画像に係る機能が類似しないなど、

そもそもソフトウェアのインストールによって「登録意匠又はこれに類似する意

匠に係る物品」が構成されない場合には、直接侵害が成立する余地がないから、

当該ソフトウェアの業としての生産、譲渡等が間接侵害に該当することはない。 

 

(a)多数の画像を表示可能なソフトウェアの場合の間接侵害 

製品として流通するソフトウェアは、一の画像のみならず、多数の画像を表

示し得るものであることが通例であることから、そのような多数の画像を表示

可能なソフトウェアについての間接侵害の成否が問題となり得る。 

                                                   
18 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成１４年改正 産業財産権法の解説」（2002 年）37

頁 
19 特許法第２条第４項は、「プログラム等」の定義として、「プログラム（電子計算機に対する指

令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）その他電子計算

機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」と規定している。こ

の「プログラムに準ずるもの」については、コンピュータに対する直接の指令ではないためプ

ログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似す

る性質を有するものを意味するとされている。（特許庁編・前掲注 10 8 頁） 
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ソフトウェアは、一般に、複数の具体的なプログラム等の集合体として構成

されていると理解されるものであるため、そのようなソフトウェアに内包され

るプログラム等のうち、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成す

るプログラム等について、その部分の「のみ品」該当性を考えると、当該プロ

グラム等により生成される画像が常にその登録意匠又はこれに類似する意匠に

係る画像である限りにおいて、当該画像を生成する以外の用途は想定されない

ため、当該プログラム等については、「のみ品」に該当するとの考え方が成り立

ち得る。 

よって、この考え方を採れば、ソフトウェア全体としては多数の画像を表示

し得るものであったとしても、その中に登録意匠又はこれに類似する意匠に係

る画像が含まれていれば、当該画像を生成するプログラム等については「のみ

品」に該当すると理解されるため、当該プログラム等を内包するソフトウェア

の業としての生産や譲渡等の行為は、間接侵害に該当する可能性がある。 

 

(b)多数の物品に用いられるソフトウェアの場合の間接侵害 

ある物が「のみ品」に該当するか否かという点については、一般に、その物

に経済的、商業的又は実用的な他の用途が存在するかどうかという観点から判

断すべきものとされており、特許権の間接侵害に関する裁判例20では、当該他

の用途として、その物に抽象的ないしは試験的な使用の可能性があるだけでは

足りないとするものがある。 
このような考え方を採りつつ、意匠に係る物品が、ソフトウェアとこれを記

録する物品との結合物として構成されることを前提とすると、登録意匠又はこ

れに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等を内包するソフトウェア

が、専ら「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」を構成するために用

いられる場合には、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は間接侵害に

該当する可能性がある。 

一方、そのソフトウェアの経済的、商業的又は実用的な用途として、「登録意

匠又はこれに類似する意匠に係る物品」以外の物品を構成するためにも用いら

れるものである場合、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は、間接侵

害には該当しない可能性がある。 

ただし、この場合、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成する

プログラム等を内包するソフトウェアが、二以上の互いに非類似の物品につい

て用いられるものであって、そのうちの一の物品に用いられた場合にのみ「登

                                                   
20 東京地判昭和 56 年 2 月 25 日無体集 13 巻 1 号 139 頁［一眼レフレツクスカメラ事件］ 
「（前略）対象物件が特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途を有するときは、右規定の

適用のないこともちろんであるが、一方、およそあらゆる物について特定の用途以外の用途に

使用される抽象的ないしは試験的な可能性が存しないとはいい難く、かかる可能性さえあれば

右規定の適用がないということになれば、右規定が設けられた趣旨が没却されることになりか

ねないことに徴すれば、右「特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途」は、右のような

抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的

であると認められる用途であることを要するというべきである。（後略）」 
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録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」が構成されるような場合であって

も、そのソフトウェアを使用可能な他の非類似物品が、例えば、極々限られた

特定の製品のみであり、そのような限られた用途は商業的な用途ではないと解

される場合には、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は間接侵害に該

当する可能性がある。 

また、そのソフトウェアを使用可能な他の非類似物品が存在するとしても、

例えば、据置型の機器に経路誘導機能のためのソフトウェアを追加するなど、

そのソフトウェアに基づく機能の追加が実用的な用途でないと解される場合に

は、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は、間接侵害に該当する可能

性があると考えられる21。 
 

② 間接侵害を構成する行為 

「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアについては、その

業としての生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、電気通信回線を通じた提供を

含む。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。）をする行

為が間接侵害を構成する。 

したがって、例えば次のような行為は、間接侵害を構成すると考えられる。 

 

例１）企業が、「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアを記

録した記録媒体を生産する行為、及び、当該記録媒体を販売する行為 

例２）企業が、「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアを、

インターネットを通じて配布する行為 

 

また、特許法の間接侵害に関する裁判例ではあるが、間接侵害品を用いた直接

実施行為（生産）が「業として」の実施に当たらない場合であっても、当該間接

侵害品の「業として」の製造、販売が間接侵害に該当すると認めたものがある22。

                                                   
21 なお、一般財団法人知的財産研究所「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の

在り方に関する調査研究調査研究報告書」（平成 24 年 2 月）には、「画面デザイン表示プログ

ラムのように、基本的には 1 つの画面デザインを発現させる「元データ」をもって、当該画面

デザインを表示する多種多様な「物品」に施されることによって、多種多様な（画面デザイン

に係る）意匠を作出し得ることが可能な場合も少なくないと考えられることから、そのような

画面デザイン表示プログラムの場合については、特定の登録意匠との関係で「のみ品」と解す

ることが困難となり得ることも考えられる。このような理解を前提とするのであれば、画面デ

ザイン表示プログラムの場合、現行意匠法の下でその生産、譲渡等する行為について間接侵害

は成立しにくくなることも考えられる。」との考え方も示されている。 
22 裁判例［製パン器事件］・前掲注 6 
「（前略）製パン器という商品の性質からすると、それらの被告物件は主に一般家庭において使

用され、その実施行為は特許法６８条の「業として」の実施に該当しないものであるから、直

接侵害行為を構成することがない。しかし、同法が特許権の効力の及ぶ範囲を「業として」行

うものに限定したのは、個人的家庭的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすこと

は、産業の発達に寄与することという特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社

会の実情に照らしてゆきすぎであるという政策的な理由に基づくものであるにすぎず、一般家

庭において特許発明が実施されることに伴う市場機会をおよそ特許権者が享受すべきではない
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この裁判例の考え方を採ると、ソフトウェアがコンシューマ向けのものであるよ

うな場合であっても、業として行われた、登録意匠又はこれに類似する意匠に係

る物品の製造にのみ用いるソフトウェアの生産、譲渡等の行為については、間接

侵害が成立する可能性がある。 

 
なお、例えば、クラウド事業者が管理提供するサーバーを用いて「のみ品」に

該当するプログラム等が内包されたソフトウェアが配布された場合、発生した意

匠権侵害に対するクラウド事業者の関与の度合いによっては、当該クラウド事業

者も一定の責任を負う可能性があると考えられる。（後述３．（２）参照） 

 

③ 意匠権侵害品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為 

上記ソフトウェアのインストールによって構成した、登録意匠又はこれに類似

する意匠に係る物品（登録意匠と同一又は類似の画像を記録した物品）を、販売

やリース等の目的で店舗や倉庫等に保管する行為は、当該登録意匠に係る意匠権

の間接侵害を構成すると考えられる。 

 

 

  

                                                                                                                                                               
という趣旨に出るものではないと解される。そうすると、一般家庭において使用される物の製

造、譲渡等（もちろんこれは業として行われるものである）に対して特許権の効力を及ぼすこ

とは、特許権の効力の不当な拡張であるとはいえず、かえって、上記のような政策的考慮によ

って特許権の効力を制限した反面として、特許権の効力の実効性を確保するために強く求めら

れるものともいえる。したがって、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、

一般家庭におけるものも含まれると解するのが相当であり、このように解することは、特許法

２条３項の「実施」自体の意義には一般家庭におけるものも含まれると解されること（一般家

庭における方法の発明の使用が特許権の効力に含まれないのは、「実施」に当たらないからでは

なく「業として」に当たらないからである。）とも整合する。（後略）」 
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（６）過失の推定（意匠法第４０条） 

 

意匠権侵害による損害については損害賠償を請求することができるが、通常、民

法第７０９条の規定により損害賠償の請求をするに当たっては、その請求人が相手

方の故意又は過失を立証しなければならない。一方、意匠権の場合には、登録意匠

の内容が意匠公報、意匠原簿等によって公示されており、しかも侵害は業としての

行為のみが該当するものであることから、意匠法第４０条の規定により、侵害者は

一応過失によってその行為をしたものと推定され、立証責任が転換されている。 

 

第４０条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為につ

いて過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘

密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害について

は、この限りでない。 

 

意匠法と同様の規定を有する特許法の裁判例では、過失の推定の適用について、

「特許発明の内容が特許公報、特許登録原簿等により公示されており、業として製

品の製造販売を行っている業者においてその内容を確認し得ることが保障されて

いるから、業者が製品を製造販売し又は製造方法を使用するなどの際に、公示され

た特許発明の内容等を確認し、上記行為が他人の特許発明を実施するものであるか

否か、すなわち、他人の特許権又は専用実施権を侵害するものでないか否かを慎重

に調査すべきことを期待し得るのであり、業者に対してかかる注意義務を課し得る

ことを基礎として」いるものであるとして、侵害行為後に訂正が行われた場合であ

っても過失が推定されるとしたもの23や、弁護士・弁理士等の専門家の意見を徴し

ただけでは無過失を立証したことにはならないとしたもの24が存在しており、実務

的には、公報未発行の場合25を除き、過失の推定の覆滅が認められる可能性は極め

て低いと考えられている26。 

 

                                                   
23 大阪地判平成 22 年 1 月 28 日判時 2094 号 103 頁 
24 大阪地判昭和 59 年 10 月 30 日判タ 543 号 263 頁［手提袋の提手事件］、東京地判平成 14 年 4

月 25 日（平成 13 年（ワ）第 14954 号）（裁判所 HP）等 
25 大阪地判昭和 47 年 3 月 29 日判タ 278 号 378 頁［道路用安全さく事件］等 
26 なお、これまで、企業の社員である個人を主体として過失の推定の覆滅可能性が争われた裁判

例は確認されていないため、例えば、企業の社員が、企業が備品として購入した登録意匠に係

る画像が記録された機器を業務上使用する行為や、業務の一環として登録意匠に係る画像が記

録された銀行ＡＴＭを使用する行為等について、全ての実施者が一律の注意義務を負うものと

解すべきではなく、実施者は、個別の事案に応じ、現実的に対応可能な水準以上のクリアラン

スをする注意義務は負わないとの考え方もある。（産業構造審議会知的財産分科会「創造的なデ

ザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」（平成 26 年 2 月）21 頁脚注 9、
10 参照） 
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３．特定の主体による行為についての考え方 

 

（１）エンドユーザー 

 
画像を含む意匠について、物品にあらかじめ記録された画像は従来から意匠法の

保護対象であったため、これまでも、エンドユーザーによって画像を含む登録意匠

が実施され、また、それが意匠権侵害となり得る可能性はあった。 

しかしながら、パソコン等の電子機器は現在広く一般に普及していることから、

意匠審査基準上、従来は保護対象外としていた電子計算機の付加機能に係る画像を

保護対象として取り扱う場合には、それら機器のエンドユーザーが行う行為につい

ても、それが画像を含む登録意匠の実施や意匠権侵害となり得る場面を改めて確認

しておく必要がある。 

 

① 実施に該当する行為 

意匠法第２条第３項は、「実施」の主体について何ら制限を設けていないことか

ら、上記２．（１）を踏まえれば、エンドユーザーを主体とする場合であっても、

例えば以下のような行為は、画像を含む登録意匠の「実施」に該当するものと考

えられる。 

 

例１）上市後の機器があらかじめ有する機能に係るソフトウェアのアップデー

トを行うことにより、登録意匠に係る画像を当該機器に記録する行為 

例２）上市後のパソコンに特定の機能（例：文書作成機能）に係るソフトウェ

アをインストールすることにより、登録意匠（例：「文書作成機能付き電

子計算機」）に係る画像を当該パソコンに記録する行為 

例３）ソフトウェアのインストールによって登録意匠に係る画像を記録した物

品を、使用、販売又は貸与する行為 

 

② 「業として」の実施 

意匠法第２３条の規定により、意匠権の効力は登録意匠又はこれに類似する意

匠の「業として」の実施に及ぶこととなるが、この「業として」の文言は、意匠

権の効力から個人的家庭的な実施を排除する趣旨で設けられたものと解される

（２．（２）①参照）。したがって、エンドユーザーによる個人的又は家庭的な実

施は、「業として」の実施に該当せず、意匠権侵害を構成しないと考えられる。 

しかしながら、「業として」の具体的意味については、営利目的に限らない点に

ついては異論がないとされている27ものの、その外延を明確に示した裁判例はな

く、個人的又は家庭的な実施以外の場合を広く含むと解される余地があることか

ら、上記①に例示したような実施行為を、企業の社員が業務上行った場合には、

当該企業が「業として」実施したと判断される可能性があると考えられる。 

                                                   
27 中山・小泉編・前掲注 7〔鈴木將文〕1013 頁 
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（２）プロバイダ・クラウド事業者 

 

従前、意匠審査基準においては、インターネットを通じて表示される画像など、

外部からの信号による画像を保護対象外と取り扱っており、加えて、パソコン等の

電子計算機に記録されたソフトウェアにより表示される画像についても保護対象

外と取り扱っていたため、プロバイダやクラウド事業者が画像を含む意匠の実施や

意匠権を侵害する行為を行う機会はあまり想定されなかった。 

今般の意匠審査基準改訂の検討においては、インターネットを通じて表示される

画像など、外部からの信号による画像は引き続き保護対象外として取り扱う一方、

パソコン等の電子計算機に記録されたソフトウェアにより表示される画像は、新た

に保護対象として取り扱う方向であるため、サーバーやクライアント端末（パソコ

ンやタブレット端末等）をも含み得る概念である「電子計算機」の利用に関連した

事業を行うプロバイダやクラウド事業者にも、画像を含む登録意匠の実施やその意

匠権侵害の観点での影響が生じ得る。 

 

この場合、上記２．（１）③で示した、クライアント端末への一時的な機能提供を

目的としたサーバーへの画像の記録が、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」に該

当しないとの考え方を採れば、例えば、自社のポータルサイト上でショッピングサ

ービスを営むプロバイダが、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の譲渡

（直接侵害行為）や当該物品の製造にのみ用いるプログラム等を内包するソフトウ

ェアの譲渡等（間接侵害行為）を行うなど、事業者自らが侵害行為を行う場合でな

ければ、原則、意匠権侵害の責任を直接負うことはないと考えられる。 

ただし、既存の裁判例を考慮すると、それら事業者自身が意匠権侵害行為を直接

行っていなくても、例えば、プロバイダが提供するオンラインモールの利用者（顧

客）や、プロバイダ又はクラウド事業者が提供するサーバーの利用者（顧客）が、

画像を含む登録意匠について意匠権侵害行為を行っている場合であって、当該プロ

バイダ又はクラウド事業者自身が、自ら管理するサーバーを単に顧客の利用に供す

るにとどまらず、顧客店舗への運営システムの提供や出店の許否等に関する管理・

支配を行い、顧客から基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受け、顧客に

よる意匠権侵害があることを知った又は知ることができたと認めるに足りる相当

の理由があるに至ったにもかかわらず、その後の合理的期間内に当該侵害に関する

情報をサーバーから削除していないような場合には、意匠権侵害を理由として、当

該顧客に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求が、プロバイダ又はクラウド事

業者に対しても認められる可能性がある28。 

                                                   
28 例えば、商標権侵害に関する裁判例（知財高裁平成 24 年 2 月 14 日判タ 1404 号 217 頁［チュ

ッパチャップス事件］）では、結論として事業者の商標権侵害を認めなかったものの、その傍論

で「（前略）ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を

整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサ

ービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用

料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知

ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の
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また、このような場合に、プロバイダ又はクラウド事業者が意匠権侵害の主体と

しては認められなかったとしても、顧客との共同不法行為を理由に、当該プロバイ

ダ又はクラウド事業者に対する損害賠償請求が認められる可能性もあると考えら

れる。 

 

以上 

 

                                                                                                                                                               
合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商

標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止

請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。」としている。 


